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捜 査 第 一 課

警 備 企 画 課

留 置 管 理 課 留置管理体制の充実強化（項目⑨）非 常 設 化

【 警 察 署 】【 警 察 署 】

日 田 警 察 署 日 田 警 察 署

交 通 指 導 課

交 通 規 制 課

運 転 免 許 課

交 通 指 導 課

交 通 規 制 課

運 転 免 許 課

留 置 管 理 課

※各部総括参事官を兼務、サイバー犯罪対策の統括指揮

※各部総括参事官を兼務、匿名・流動型犯罪グループ対策、サイバー犯罪対策の統括指揮

警 備 企 画 課

【 交 通 部 】

組 織 犯 罪 対 策 課 組 織 犯 罪 対 策 課

【 警 備 部 】 【 警 備 部 】

外国免許審査係の新設（項目⑦）

【 刑 事 部 】

【 交 通 部 】

検視体制の強化（項目⑩）

警察署支援・指導体制の強化（項目⑥）

情報収集活動体制の強化（項目⑧）

捜 査 第 一 課

【 警 務 部 】

【 生 活 安 全 部 】

交通指導取締り体制の強化（項目⑤）

規制業務の体制強化（項目⑥）

留 置 管 理 課

サイバー事案対処体制の強化（項目④）

サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課

留置管理体制の充実強化（項目⑨）

生 活 安 全 捜 査 課

匿・流取締り体制の強化（項目③）

生 活 安 全 捜 査 課 匿・流取締り体制の強化（項目③）

司令塔ポストの新設（項目①）
刑 事 部 総 括 参 事 官

（ 匿 名 ・ 流 動 型 犯 罪 グ ル ー プ 対 策 、 サ イ バ ー 犯 罪 対 策 担 当 ）

【 刑 事 部 】

警務部への移管（項目②）

令 和 ８ 年 春 の 組 織 改 編 概 要 に つ い て
令 和 8 年 3 月 3 日

改
正
概
要

【匿名・流動型犯罪グループ対策、サイバー犯罪対策を推進するための体制の確立】
　①　匿名・流動型犯罪グループ対策及びサイバー犯罪対策を統括指揮する司令塔ポストの新設
　②　生活安全部サイバー犯罪対策課の警務部への移管
　③　匿名・流動型犯罪グループに対する取締り体制の強化
　④　サイバー事案対処体制の強化
【安全で快適な交通を確保するための体制強化】
　⑤　交通事故抑止のための指導取締り体制の強化
　⑥　交通規制業務体制及び警察署の支援・指導体制の強化
　⑦　運転免許課「外国免許審査係」の新設
【テロ等の脅威に関する情報収集活動の体制強化】
　⑧　テロ対策、要人警護等に関する情報収集活動体制の強化
【その他の組織改編】
　⑨　留置管理体制の充実・強化
　⑩　検視体制の強化

現 行 改 正 案

サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課

【 生 活 安 全 部 】

【 警 務 部 】

生 活 安 全 部 総 括 参 事 官
（ サ イ バ ー 犯 罪 対 策 担 当 ）
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文 教 警 察 委 員 会 資 料

（１）付託案件の審査 

  第４８号議案 大分県高等学校教育改革促進基金条例の制定について ・・・・・・  ２ 

  第５２号議案 令和７年度大分県一般会計補正予算（第５号）    ・・・・・・ ３       

  （本委員会関係部分）      

（２）諸般の報告 

   ①大分市中学校における生徒間暴力事案について       ・・・・・・・・・・・ ８ 

   ②教職員の懲戒処分について        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

   ③懲戒処分の指針の制定について     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

   ④求償権行使懈怠確認請求上告事件について     ・・・・・・・・・・・・・１６ 

   ⑤大分県立学校の教育職員に関する業務量管理 

    ・健康確保措置実施計画について        ・・・・・・・・・・・・・・１７ 

令和８年３月３日(火)

大分県教育委員会 



大分県高等学校等教育改革促進基金条例の制定について

基金について

基金の原資となる補助金

（１）基盤的支援に係る補助金
・３類型に応じた経費： 最大20,000千円/都道府県
・都道府県事務費 ： 最大40,000千円/都道府県

（２）抜本的改革支援に係る補助金
・３類型に応じた高校教育改革を先導するパイロット
ケースを創出するための補助金

R8.1.27 基盤的支援に係る交付内定（60,000千円）
2.13 国『高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン）』公表

→県は令和８年度中に『高等学校教育改革実行計画』を策定
3上旬 基盤的支援に係る交付決定
※基金造成に係る経費60,000千円を2月補正予算において追加提案予定

5中旬 抜本的改革支援に係る公募申請

スケジュール

令和７年度国補正予算にて、国の「高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン）」に沿った緊要性のある取組について、

都道府県に造成する基金により先行的に支援することが示されたところ。

国の高等学校等教育改革促進事業費補助金を活用し、高校教育改革を推進し、新時代を担う人材を育成するため、改革を先導

する拠点を創出することを目的とした大分県高等学校等教育改革促進基金を設置する。

（国補正予算額 2,950億円）

【３類型の概要】

アドバンスト・エッセンシャルワーカー等
育成支援 理数系人材育成支援 多様な学習ニーズに対応した

教育機会の確保

地域産業や社会・生活基盤を支える分野に
おいて、新技術を活用し、生産性の向上・高
付加価値化の実現が求められている。
技術革新のスピードが加速する時代に適した
課題解決能力の獲得に向け、探究的・実践
的な学びの積み重ねや深まりのある学びを
実現する。

未来成長分野においては、理系高等教育
への進学者の割合の増加、高等教育での
実践的な教育が求められている。
先進的な新たな知を生みだす力を育成する
ため、理数的素養を身に付けつつ、自ら問
いを立て、解決する研究を行う高等教育を
見据えた文理融合の学びを実現する。

少子化への対応においては、生徒の地理的アクセ
スの確保を図ることに留意しつつ、多様な人間関
係の中で得られる学びを踏まえれば、一定の生徒
数の規模を確保した学びを提供することが必要。
人口減少地域に、魅力ある学びの選択肢を増や
すため、地域の教育資源を活かした学びや遠隔
授業を活用した学びの提供を実現する。

上記類型に応じた改革先導拠点を設定（３拠点程度）、取組・成果を域内の高校に普及する
取組例：学科・コースの再編、域内の教育環境向上（遠隔教育等）、学術機関・地域・産業界と連携した外部人材の登用

高校教育課
【付託案件①】
第４８号議案



第４２号議案　令和６年度大分県一般会計補正予算（第６号）について

（単位：千円）

款 補正予算案 計

　３　福　 祉
　　　生活費

２ 児 童 福 祉 費 30,836 △ 1,074 29,762

１０　教育費 教 育 総 務 費 9,856,784 △ 3,355,768 6,501,016

２ 小 学 校 費 36,519,677 △ 554,613 35,965,064

３ 中 学 校 費 23,048,350 △ 564,899 22,483,451

４ 高 等 学 校 費 34,840,603 △ 1,474,781 33,365,822

５ 特 別 支 援 教 育 費 13,603,314 △ 340,917 13,262,397

社 会 教 育 費 2,147,266 △ 177,959 1,969,307

８ 保 健 体 育 費 1,400,403 △ 61,944 1,338,459

１１　災　 害
　　　復旧費

４
県 立 学 校 施 設
災 害 復 旧 費

100,000 △ 90,000 10,000

121,547,233 △ 6,621,955 114,925,278

構成比
(20.0%) － (19.0%)

金　額 24,313,238 △ 2,436,781 21,876,457

構成比
(80.0%) － (81.0%)

金　額 97,233,995 △ 4,185,174 93,048,821

教育委員会　計

令和７年度２月補正予算案　歳出（教育委員会）

    う   ち   事   業   費

　　う   ち   人   件   費

項 既決予算額

１

７

【付託案件②】
第５２号議案 教育財務課



【①主な補正事業の内容】 （単位：千円）

60,000

6,000

【②繰越明許費補正について】

　（１）追加
　・上記補正事業「県立学校緊急安全対策事業費」ほか３事業において新たに合計19,296千円を設定

　（２）変更
　・９月補正予算で設定済の「高等学校施設整備事業費」及び「支援学校施設整備事業費」において
　　合計769,613千円を追加設定（空調設備の全国的な需要増等による）

【③債務負担行為補正について】
　・「県立学校給食業務委託料」ほか２事業において、設定限度額を変更
　　（今年度の契約実績により事業費を減額したことによる）

2

1

公立高等学校における産業人材等の育成や多様な学びの提供に
向け、高等学校等教育改革促進基金に積立を行う。

暴力行為や外部侵入など子どもの安全・安心を害する事案への
対策を強化するため、新たに県が定める「防犯カメラ設置に関す
るガイドライン」に基づき、設置要件を満たす県立学校内に防犯
カメラを設置する。
　（設置想定設置場所　廊下、昇降口等）

令和７年度一般会計２月補正予算案の概要（教育委員会関係）

事　業　名 予　算　案 事　業　の　概　要 所 管 課

学校安全・
安心支援課

県立学校緊急安全対
策事業

高校教育課
高等学校等教育改革
促進基金事業



繰越明許費補正（追加） 第52号議案　教育委員会関係分抜粋

款 項 事業名 金額

千円



繰越明許費補正（変更） 第52号議案　教育委員会関係分抜粋

款 項 事業名 既定額

千円 千円 千円

補正額 計



債務負担行為補正（変更） 第52号議案　教育委員会関係分抜粋

事　　項 期　　間 限　度　額



本件発生後からの県教育委員会の対応状況

・ 1/8早朝、ネット上に該当動画が拡散していることを確認

後、速やかに大分市教育委員会と連携開始。

・ 県内６カ所にある教育事務所長を緊急に招集。

○ 同様の事案が生じた場合、管内の市町村教委と連携を密に
し、情報収集に努めること。

○ いじめや暴力行為の未然防止に向けた取組について協議

１ １月８日（木）１月８日（木）

２ １月９日（金） ５

４ １月１６日（金）

３ １月１４日（水）

・ 大分市の要請に基づき、当該校へSCの緊急派遣を行う

とともに、１月９日付で県立学校及び全市町村教育委員会に対し

「児童・生徒の問題行動の抑止」に向けた文書を発出。

⑴ 日常の教育活動を通じた生徒理解と規律ある学校生活に向
けた指導上の留意点

⑵ 困りを抱えた児童生徒への組織的な支援
⑶ 警察や福祉等関係機関との連携

・ 文部科学省が緊急都道府県・指定都市教育委員会教育長会

議を開催

・ 文部科学省より５つの対応要請あり

⑴ 暴力行為・いじめが見過ごされていないか、緊急の確認
⑵ 暴力行為・いじめを許容せず、児童生徒が声を上げられ

る環境整備
⑶ 被害児童生徒の安全確保と心身のケア
⑷ 加害児童生徒への毅然とした対応
⑸ SNS等による投稿・拡散への対応

⑴ 緊急都道府県・指定都市教育委員会教育長会議で示され
た⑴～⑸について説明

⑵ 今回の事案について各教育委員会で取り組むことの意見
交換を実施

・緊急市町村教育委員会教育長・県立学校長会議を開催

・県立学校生徒指導主任連絡会議を開催

⑴ 緊急都道府県・指定都市教育委員会教育長会議で示された
⑴～⑸について説明

⑵ 県警本部による「ＳＮＳ等生徒指導上の諸課題の対応」に
ついて講演

１月９日（金）

１月１４日（水）

１月１６日（金）

１月２９日（木）

２月４日（水）6

・文科省通知発出

⑴ 児童生徒が安全・安心に過ごすことができる環境の整備
⑵ 確認された暴力行為やいじめへの対応
⑶ SNS等における投稿・拡散への対応
⑷ SNS等において暴力行為やいじめの動画が投稿・拡散さ

れた事案に関する報告

大分市中学校における生徒間暴力事案について



教職員の懲戒処分について

令和７年１２月１９日 

大分県教育委員会

番号 処分内容 所属区分 職級 性別 年齢 事実の概要 監督者責任 

１ 停職６月 公立中学校 教諭 女性 ３０代  同教諭は、令和７年５月頃から７月頃までの間、自己所有のスマートフォンや

公用タブレットを用いて、勤務する学校の男子生徒と不適切な内容等のやり取り

を複数回行った。 

同教諭は、同期間、複数回にわたり、放課後、同校教室で同生徒と二人きりに

なる状況をつくり、また、休日に、自家用車に同生徒を複数回同乗させた。この

際、身体接触が複数回あった。しかし、これらについて、同教諭は管理職への報

告を怠っていた。

校長：戒告 

２ 停職１月 公立中学校 教頭 男性 ５０代 同教頭は、令和７年５月上旬から７月下旬までの間、勤務する学校において、

同校女性職員に対し、セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を複数回行っ

た。 

校長：戒告 

３ 減給10分の1 
３月 

日田市 

公立小学校

教諭 男性 ２０代 同教諭は、令和７年４月１７日(木)頃、中休み中、勤務する学校において、右

手で同校児童の前頭部を平手打ちした。 

また、同教諭は、同月２４日(木)午後０時１０分頃、同校において、同児童の

胸ぐらを右手でつかんで前後に揺さぶり、同児童の後頭部を引き戸に打ち付け、

全治約１０日間を要する後頭部裂創等の傷害を負わせた。 

同教諭は、この行為により、同年１１月１０日(月)、大分簡易裁判所から罰金

２０万円の略式命令を受けた。 

【諸般の報告②】 教育人事課



教職員の懲戒処分について

令和８年２月２６日 

大分県教育委員会

番号 処分内容 所属区分 職級 被処分者 年齢 事実の概要 監督者責任 

１ 停職 

１月２日

（停職 

６月相当）

県立学校 会計年度

任用職員

（非常勤講師）

女性 ６０代  同職員は、令和７年１１月２８日（金）午前１１時５５分頃、私用にて普

通貨物自動車（軽四）を運転中、国東市安岐町中園４９３番地２付近道路

で、警察官に停止を求められた際にアルコール検知を受け、呼気１リット

ル当たり０.７１ミリグラムのアルコールが検出され、同日１２時４４分に

酒気帯び運転で逮捕された。

 このことにより、令和８年２月９日に杵築簡易裁判所から罰金５０万円

の略式命令を受けた。

 同職員の行為は、平素、生徒に安全教育、遵法精神を指導する教育公務

員として誠に遺憾な行為であり、その職に対する信用を著しく失墜させた

ことは、地方公務員法第３３条の規程に違反するものである。



懲戒処分の指針の制定について（概要）

現状

○懲戒処分数は高止まりの状況
R1：7件 R2：13件 R3：8件 R4：8件 R5：10件 R6：9件

具体的内容

○現行の懲戒処分の基準

三大非違行為のみ処分量定を明示
・「飲酒運転等の悪質な交通違反行為」
・「児童生徒に対するスクール・セクハラ」
・「体罰」

→ その他の事案について、教職員が自分事
と捉えにくい状況

課題

○懲戒処分の対象となる非違行為・

処分量定の明確化

対応

○人事院の懲戒処分の指針を基本として懲戒処分の標準例を明示

一般服務関係
正当な理由のない欠勤、政治的行為の制限違反、

セクハラ・パワハラ等

公金公物取扱い関係
横領、諸給与の違法支払・不適正受給等

公務外非違行為
放火、殺人、器物損壊、

一般人に対するわいせつ行為等

監督責任関係
指導監督不適正、非違行為の隠ぺい、黙認

施行期日等

公示日：令和８年３月３１日 施行日：令和８年４月１日

○非違行為事案の多様化

効果

○非違行為の防止

○県民の信頼確保

実効性の担保

○「スクール・セクハラ」について教員性暴力等防止法に基づいて

再整理 （教員性暴力等防止法 ： 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 令和三年法律第五十七号）

○体罰について処分量定の厳罰化
不適切な言動や指導について処分量定の明確化

○児童生徒等とのSNS等における私的なやり取り・自家用車同乗に
ついて処分量定の明確化

○年４回の服務規律研修通知、綱紀粛正・服務規律保持の徹底通知に本指針を添付

○「服務研修テキスト」に本指針の内容を反映

○免職処分数はＲ３から増加傾向
R1：3件 R2：0件 R3：3件 R4：3件 R5：4件 R6：4件

○飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係は、現行基準を基本に
して再整理

【資料１】
【諸般の報告③】 教育人事課



懲戒処分の指針　標準例一覧

免職 停職 減給 戒告

１　正当な理由のない欠勤

(一)　十日以内 ● ●

(二)　十一日以上二十日以内 ● ●

(三)　二十一日以上 ● ●

２　遅刻・早退 ●

３　休暇の虚偽申請 ● ●

４　勤務態度不良 ● ●

５　職場内秩序を乱す行為

(一)　暴行 ● ●

(二)　暴言 ● ●

６　虚偽報告 ● ●

７　違法な職員団体活動

(一)　同盟罷業、怠業その他の争議行為（単純参加） ● ●

(二)　同盟罷業、怠業その他の争議行為（あおり、そそのかし） ● ●

８　秘密漏えい

(一)　故意の秘密漏えい ● ●

自己の不正な利益を図る目的 ●

(二)　情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい ● ● ●

９　政治的行為の制限違反 ● ● ●

10 兼業の承認等を得る手続のけ怠 ● ●

11 入札談合等に関与する行為 ● ●

12 個人の秘密情報の目的外収集 ● ●

13 公文書の不適正な取扱い

(一)　偽造・変造・虚偽公文書作成・毀棄 ● ●

(二)　決裁文書改ざん ● ●

(三)　公文書改ざん・紛失・誤廃棄等 ● ● ●

14 セクシュアル・ハラスメント

(一)　不同意わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 ● ●

● ●

● ●

(三)　意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動 ● ●

15 パワー・ハラスメント

(一)　著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの ● ● ●

(二)　指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの ● ●

(三)　強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの ● ● ●

執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの

(二)　意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し

※赤フォントは人事院の指針と処分量定等が異なるもの
　 ただし、五　飲酒運転等については、大分県の現行の基準と異なるもの

事　　　由
処分量定

一
　
一
般
服
務
関
係

【資料２】



免職 停職 減給 戒告
事　　　由

処分量定

１　横領 ●

２　窃取 ●

３　詐取 ●

４　紛失 ●

５　盗難 ●

６　公物損壊 ● ●

７　失火 ●

８　諸給与の違法支払・不適正受給 ● ●

９　公金公物処理不適正 ● ●

10 コンピュータの不適正使用 ● ●

１　わいせつ行為等

(一)　児童生徒性暴力等 ●

(二)　わいせつな言辞等の性的な言動（児童生徒性暴力等を除く） ● ● ● ●

執拗に繰り返すなど特に悪質な場合 ●

２　体罰等

(一)　致死・重い後遺症をもたらす傷害 ● ●

(二)　傷害（重い後遺症をもたらす傷害を除く） ● ● ●

(三)　その他の体罰

(四)　暴言等の不適切な言動・指導

常習的に行うことにより著しい精神的な苦痛を与えたもの ● ● ● ●

３　その他

(一)　SNS等における私的なやり取り（無許可　緊急の場合を除く） ● ●

(二)　自家用車に同乗（無許可　緊急の場合を除く） ●

１　放火 ●

２　殺人 ●

３　傷害 ● ●

４　暴行・けんか ● ●

５　器物損壊 ● ●

６　横領

(一)　横領 ● ●

(二)　遺失物等横領 ● ●

７　窃盗・強盗

(一)　窃盗 ● ●

(二)　強盗 ●

８　詐欺・恐喝 ● ●

９　賭博

(一)　賭博 ● ●

(二)　常習賭博 ●

10 麻薬等の所持等 ●

11 酩酊による粗野な言動等 ● ●

12 わいせつ行為等

(一)　不同意性交・不同意わいせつ ● ●

(二)　痴漢行為 ● ● ●

(三)　盗撮行為 ● ● ●

(四)　その他のわいせつ行為等 ● ● ● ●

児
童
生
徒
等
に
対
す
る

非
違
行
為

児童生徒等の状況等に応じた処分

児童生徒等の状況等に応じた処分

四
　
公
務
外
非
違
行
為

三

二
　
公
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公
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い
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係



免職 停職 減給 戒告
事　　　由

処分量定

(一)　人身事故又は物損事故 ●

　　 　自損事故等（自損事故又は違反行為のみの場合） ● ●

(二)　飲酒運転車両への同乗行為、飲酒運転容認行為

２　無免許運転

人身事故 ● ●

物損事故等（物損事故、自損事故、違反行為のみの場合） ●

人身事故 ● ● ●

物損事故 ● ●

自損事故等（自損事故又は違反行為のみの場合） ● ● ●

４　その他の交通法規違反

(一)　人身事故により致死又は重篤な傷害 ● ● ●

措置義務違反 ● ●

(二)　人身事故により傷害 ● ●

措置義務違反 ● ●

(三)　その他の道路交通法等違反

六 １　指導監督不適正

監

督

責

任

関

係 ２　非違行為の隠ぺい、黙認 ● ●

基本事項

　

非違行為者の懲戒処分の内容及び程度に準じた処分

　本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
　
　具体的な処分量定の決定に当たっては、
　　一　非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
　　二　故意又は過失の度合いはどの程度であったか
　　三　非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
　　四　他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
　　五　過去に非違行為を行っているか等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応
等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

　個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。
例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
　　一　非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
　　二　非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
　　三　非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
　　四　過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
　　五　処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。

　また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
　　一　職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
　　二　非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
がある。

　なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ
判断する。

五
　
飲
酒
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係

１　飲酒運転　　　注　自転車等での飲酒運転を含む

非違行為者に準じた処分

３　速度超過　注　超過速度が三十km/ｈ以上（高速道路等においては四十km/ｈ以上）のもの

過失の程度、事故後の対応等に応じた処分



教員採用試験に係る「求償権行使懈怠違法確認請求上告事件（住民訴訟）」について 

令 和 ８ 年  月  日 

教 育 人 事 課 

１ 当 事 者   上告人兼申立人 ： 特定非営利活動法人 おおいた市民オンブズマン 代表者理事 永井 敬三 

          被上告人兼相手方 ： 大分県知事 

２ 事件の概要   大分県知事が元教育審議監及び元副主幹に対する求償権の行使を怠っているとして、その「違法確認」を求めた住民訴訟 

３ 主張の要旨 

【 上告人兼申立人 】  県は点数改ざんをした元教育審議監及び元副主幹に対して求償権を有する。 

(理由)元教育審議監及び元副主幹の点数改ざん行為がなければ、採用取消処分も行われなかった。 

 【 被上告人兼相手方 】  県は求償権を有しない。 

(理由)元教育審議監及び元副主幹は採用取消処分には関与しておらず、元教育審議監及び元副主幹の行為と損害の間に 

因果関係は認められない。 

４ 訴訟の経緯 

● 提   訴（大分地裁 令和４年３月９日） 

● 第一審判決（大分地裁 令和７年１月３１日）「原告の請求を棄却する。」  ※ 原告が福岡高裁に控訴（令和７年２月１３日） 

 ● 控訴審判決（福岡高裁 令和７年７月２９日）「本件控訴を棄却する。」   ※ 控訴人（第一審原告）が最高裁に上告（令和７年８月４日） 

● 最高裁の決定（令和７年１２月１１日）      「本件上告を棄却する。」 

                          「本件を上告審として受理しない。」 

   【決定理由】 

    （上告棄却について） 

     ・民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民事訴訟法３１２条１項又は２項所定の場合に限られる。 

     ・本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に 

規定する事由に該当しない。 

    （上告不受理について） 

     ・本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法３１８条１項により受理すべきものとは 認められない。 

【諸般の報告④】



【諸般の報告⑤】　大分県立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について

教育人事課




